
　７月２日開講のコースは修了日が１２月２７日となっているが、実務者研修の要件

では修了日は通常開講日から６か月後の応当日となり１月１日までとなるが、本計画

で問題ないか。

　京都府の実務者研修担当部署に問い合わせたところ、１２月２７日の訓練修了日で問題

ないことが確認された。

　質疑・回答について

質　　　　　　　疑 回　　　　　　　答

〇７月開講の介護サービス科（実務者研修）修了日について


